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＊弊社宛直接お申し込みいただく場合、一回のご注文でお届け先が一箇所、お買い上げ合計金額5,000円（税込）以上のご注文は、国内配送料サービスといたします。
また、お買い上げ合計金額5,000円（税込）未満のご注文については、国内配送料450円（税込）にてお届けいたします。
＊消費税は申込日時の適用税率に依ります。

◎上記のとおり申し込みます。代金については、次に示す方法にて支払います。
　＊現在、弊社とお取引のないお客様につきましては、代金引換にてお支払いをお願い申し上げます。
　（いずれかを で選択ください。）　　□代金引換により支払います。　　□現品到着後請求書により支払います。

＊代金引換手数料について
　一回あたりのご購入金額
　（商品の税込価格+送料）の合計が

※送料・代引手数料を含む合計金額は、商品のお届け時に配送業者
に現金でお支払いください。その際、クレジットカードはご利用い
ただけません。

1万円以下の場合、300円+税
3万円以下の場合、400円+税
10万円以下の場合、600円+税

平成　　　　年　　　　月　　　　日

お客様よりお預かりしたお名前・住所等の個人情報は、商品や代金請求書の発送、アフターサービス、弊社商品・サービスのご案内をするために使用いたします。ご同意のうえ
お申し込みくださいますようお願いいたします。ご不明な場合、また個人情報の照会、訂正、削除を希望される場合は、フリーダイヤルにてご連絡ください。お客様よりお預かり
しました個人情報は、弊社ホームページに掲載の「プライバシーポリシー」に従い適切に管理いたします。　 フリーダイヤル　　TEL.0120̶203̶696　　FAX.0120̶202̶974

お客様の個人情報の
取扱いについて

多国籍企業の企業情報の文書化

１．趣旨・目的

行動 13 の報告書（Guidance on Transfer Pricing Documentation and 

Country-by-Country Reporting）では、多国籍企業の国境を跨ぐ事業活動、

そこで発生する移転価格に係る情報を税務当局がより透明性をもって把握

できるよう、以下の三層構造文書の導入を提言している。

背景

OECDは、現在運用されている移転価格文書では、リスク評価を行うために必要な多国籍
企業グループの事業活動等の「全体像」が把握できないという問題認識を提起

行動13の目的

・自国企業が行う関連者との取引の情報の把握
・多国籍企業グループがグローバルに行う取引の全体像や活動状況の把握

共通様式に基づく移転価格文書化に関するルールの整備
（三層構造文書）

（１）国別報告書

　　 多国籍企業グループの各国別の活動状況に関する情報

• 多国籍企業が事業を行う各国ごとの収入金額（関連者及び非関連者の

別）、税引前損益、納付税額、発生税額、資本金又は出資金、利益剰余金、

従業員数、有形資産（現金及び現金同等物除く）について年次の報告が

求められている。さらに、各国ごとに事業を行うグループの構成事業体

全てを記載し、それらが行う事業活動内容の報告が求められている。

１．概要

OECD行動 対応

４ • 2016年10月に財務省は過少資本税制及びアーニングス・ストリッピングに対処する規制を発表した。

６ • 2016 年２月に独自のモデル租税条約の改訂が最終化した。

８－ 10 • 2015 年９月に財務省暫定規則（1.482‐1）を発表した。
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• 国別報告書にかかわる財務省最終規則が 2016 年６月に発表され、2016 年６月 30日以降に開始
する事業年度から情報を求められる。
•国別報告書の提出義務は、直前年度の連結総収入金額が８億５千万米ドル以上の多国籍企業グルー
プの最終親会社である米国企業に適用され、最終親会社の法人所得税申告書とともに提出する必要
がある。

今日に至る BEPS の潮流は、2010 年のギリシャ問題に端を発する欧州

の財政危機の最中、米系多国籍企業による過度な節税策への批判が高まっ

たことが始まりである。例えば、2010 年秋には、グーグルがダブルアイ

リッシュ、ダッチサンドイッチといった節税策により 600 億米ドルの節税

を行っているとの報道がなされ、同年末には、軽課税国スイスの統括会社

に利益を集中させていたスターバックスが英国で法的根拠のない法人税を

納付する事態に追い込まれた。こうした背景のなか、OECD主導の BEPS

プロジェクトが具体化していくこととなる。

これに対し、米国でのBEPS に対する当初の反応は概して薄く、オバマ

政権や連邦議会周辺でも特に目立った動きはなかったが、2015 年に入り、

財務省は国別報告制度を税務調査効率化の観点から歓迎しており、現在与

えられている法的権限の枠内で施行制度の導入が可能であると考えている

との同省高官のコメントが報じられた。

また、同年６月、お膝元のワシントンDCにおけるOECD年次国際租

税会合の開催前日、連邦議会上院財政委員会のハッチ委員長（共和党、ユ

タ州選出）と同下院政策委員会のライアン委員長（当時。後に下院議長。

共和党、ウィスコンシン州選出）が連名でルー財務長官宛に公開書簡を送

海外子会社のローカルファイル作成状況の確認と当該ファイルの収集など

に取り組む必要があると考えられる。そのうえで、各国の３文書の提出期

限等を考慮して作業の優先順位付け、スケジュール等を検討することが望

ましいと考えられる※ 34。

成平（正改の）制税策対ンブイヘ・スクッタ（制税算合社会子国外 ．４

29年度改正）

平成 29 年度税制改正において、日本の外国子会社合算税制（CFC税制）

の抜本的な見直しが行われることとなった※35。以下が見直しのポイントで

ある。

（１）トリガー税率の廃止

会社単位の租税負担率が一定率（トリガー税率、現行 20％）以上であ

ることのみを理由として一切合算課税が生じないという現行制度上の問題

点への対応として、制度の入口基準であるトリガー税率が廃止される。た

だし、トリガー税率の廃止により、現行制度と比較して過剰な事務負担が

企業にかからないようにするため、新たに会社単位の租税負担割合による

制度適用免除基準※ 36が設定される。

（２）ペーパーカンパニー等の所得に対する合算課税の強化

全ての外国関係会社※ 37は、最初に、ⅰ）ペーパーカンパニー※ 38、ⅱ）

事実上のキャッシュ・ボックス※ 39、ⅲ）ブラックリスト国所在の会社※ 40、

※ 34　図表 15のスケジュールは、3月決算の内資系多国籍企業グループを前提に今後の取組みを例とし
て記載したものであり、取組みの内容やスケジュール等は、各企業の現在までの移転価格対応状況
によって異なる点留意が必要である。

※ 35　平成 28 年 12 月 8日に、与党の「平成 29 年度税制改正大綱」が公表された。同大綱において、
当該税制の見直しの概要が明らかにされている（巻末の資料「平成 29年度税制改正大綱（抜粋）」
（336頁）を参照）。なお、大綱における見直しの内容については、今後の国会における税制改正法
案審議の過程において、修正・削除・追加などが行われる可能性があることに留意が必要である。

※ 36　ペーパーカンパニー等に関しては 30％、その他の外国関係会社に関しては 20％とされる。
※ 37　日本居住者・内国法人等が合計で 50％超の持分を直接及び間接に保有する外国法人。
※ 38　その主たる事業を行うに必要と認められる事務所等の固定的施設を有しておらず、かつ、本店所在

地国においてその事業の管理、支配及び運営を自ら行っていない外国関係会社。
※ 39　総資産の額に対する一定の受動的所得の合計額の割合が 30％を超える外国関係会社。
※ 40　租税に関する情報の交換に非協力的な国又は地域として財務大臣が指定する国又は地域に本店等を

有する外国関係会社。
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